
再評価結果 (令和 4年度)

港 湾 -1

担 当課 長崎港湾漁港事務所 港湾課

担当課長名 荒尾 邦隆

事業名 高島港改修事業
事莱
区分

地方港湾
事業
主体

長崎県

起終点
目:長崎県長崎雨百島町
至:長崎県長崎市高島町

延長

争 栗職 妥    |
日防波堤 (沖 )(改良)卜220m
口防波堤 (南 )(改良)卜415m

島港は長崎港との間に旅客船が就航し、島内唯―の人・物流の拠点となつている。
防波堤 (沖 )、 防波堤 (南 )の両防波堤は平成13年までに整備されたものであり、特に防波堤 (沖)につい

ては平成3年の台風19号で全延長にわたる200mが被災し、旅客船が接岸する浮桟橋等の港内施設にも
影響が及んだ。
そこで、防波堤の決壊の防止と、住民の安心山安全な生活を確保を目的として、防波堤の改良を行う。
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の
効
果
等

の
日防波堤被災による代替輸送の人員輸送回避。

の

平 了 。

令和4年度に防波堤(沖X改良)の整備が完了予定。
残事業は令和12年度完了を目指して事業進捗を図る。

事
業
に
よ
る
環
境
変
化

特 に無 し。



型コロナ イルス 乗降人員が減少している。

(今後事後評価の必要
ると半J える。で 、

(同種事業の計画口調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 )

特に見直す必要は無いと考える。業評価手法の見 しについては、

し。
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機 益港湾-1 高島港改修事業

事業主体 長崎県

再評価
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再評価対象事業
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司.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業買

(億円)
B/C 概要

着工 完了

当初

(H25新規 )

H25 R2 16.0 1,45 防波堤(沖 x改良)L=220m
防波堤(南 x改良)L=415m

第 1回審議

(H29)

事業採択後
5年経過

H25 Rフ 29.2 1.12 防波堤(沖x改良)

防波堤(南x改良)

L〓220m
L=415m

第2回審議
(R4)

再評価後
5年経過

H25 R12 31.9 1,11
防波堤(沖 x改良)L=220m
防波堤(南 x改良)L=415m

2



2.目 的・事業概要 Eこれまでの経緯

◆目的

高島港は、本土との定期船が就航する島唯―の島民の生活に欠かせない港湾である。

平成3年の台風19号で、防波堤 (沖 )、 防波堤 (南 )の両防波堤が被災し、特に防波堤 (沖 )

は延長200mが被災を受け、旅客船が接岸する澤桟橋等の港内施設にも影響を及ぼした。

このため、防波堤 (沖 )、 防波堤 (南 )の改良を行い、人流日物流の安定化を図ることで、

住民の安全・安心な生活を確保する。

◆事業概要

防波堤 (沖 )(改良)220m

防波堤 (南 )(改良)415m

◆事業経過

事業進捗率 6.9,も (事業貴ベース)

平成25年度

平成28年度
測量口調査 B設計

平成29年度

令和3年度

防波堤 (沖 )(改良)、 防波
堤 (南 )(改良)工事着手

令和4年度
再評価後5年経過

防波堤 (沖 )(改良)工事完
了予定

高島港

3.事業の効果 B必要性 (北防波堤 )

過去の被災写真
高
島
港

442,644千円

防波堤(沖XH3災 )

被災延長い2000m
防波堤(南)(H3災 )

被災延長い23.Om

被災額 :2,487千 円
防波堤(沖 )(S62災 )

被災延長L=300m

浮桟橋(H3災 )

被災延長:1基

被災額:21,290千 円

きず、接洋時の動播が激しくなるだけでなく、船舶の
就航にも影響を及ぼす。

昭和62年台風12号及び平成3年台風17.19号による被災施設位置図

》

鋒
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3.事業の効果・必要性 (南防波堤 )

<現 状 >
平成3年の台風19号で防波堤が被災しており、近年大型化している台風により、同様の被害を受ける危険性が
ある。

<整 備 効 果 >
設計波の見直しを行い、防波堤の機能強化を図り、港湾機能を確保することで、利用者の安全・安心と港湾の

基本的機能を確保し、地域経済の安定を図る。・

整備後の標準断面図

防波堤 (沖X改良) 防波堤 (南 )(改 良)

拌

十

― ―
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4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆ 事 業 費 の 見 直 し 292億 円(H29再評価時)⇒319億円(今回)

工種 事業費増の内容 増額 主な増額理由

防波堤 (沖)(改良)

防波堤 (南 )(改良)
その他 約 27億円 ・労務・資材単価等の上昇

計 約 2,7億円
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4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

◆事業期間の見直し

【完了工期】R7(前回)→R12(変更)

〔工期延伸要因〕

ロブロック製作ヤードの制約による増 (平成30年から令和2年にかけて高島西海岸で災害が複数回発生し、限ら

れたブロック製作ヤードを優先して使用する必要が生じたため)

【工程】

前回
H25 H26 H27 H28 H29 H30 Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7

測量・調査・設計

防波堤 (沖)工事

防波堤 (南)工事

tЧ

て利用され

0プ ロック製作ヤード位置

今 回

※防波堤(沖 )工事はプロック製作なし

高島港

フ

H25 H26 H27 H28 H29 H30 Rl R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Rll Rl乏

測量・調査・設計

H30災 :高島西海岸
災害発生に伴い
ヤードを優先使用

Rl災 :高島西海岸

R3災 :高島西海岸 |

防波堤 (沖)工事

防波堤 (南)工事

5.事業の投資効果

◆ 費用対効果 (B/C)

〔費用〕
・港湾施設整備に要する事業費、港湾施設維持管理に要する費用

〔便益〕
・代替輸送、施設復旧にかかるコスト削減、観光消費額の減少回避

〔マイナス要因〕
・事業費の増 (労務・資材単価等の上昇)

・工期の延長 (プロック製作ヤードの制約)

◆ B/Cでは計測できない効果
日住民の安心度の向上

項 目
前回評価

(平成29年度)

今回評価

(令和4年度)

残事業 1.21=30.6億 円/25.3億円

全事業 1.12=25,4億 円/22.7億円 1.11=30.6億 円/27,7億円
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6.対応方針 (原案 )

◆高島港は、高島で唯―の人流・物流機能を有する港湾で、防波堤の整備は島民の

安定した生活環境を確保するための重要な事業である。

◆事業進捗率は事業費ベエスで約6.9%12.2億 円/31.9億 円](令和3年度末)となつている。

◆長崎市より、早期完成が望まれている。

◆事業期間の延長、事業費の増はあるものの、費用対効果が見込まれる。

9

対応方針
(原案)



再評価結果 (令和 4年度 )

県北振興局港湾漁港第一課

当課長名

事業
区分

港湾事業
事業
主体

長崎県事業名
松島潜改修事莱

起終点
自:長崎県西海市松島町
至:長崎県西海市松島町

延長

事 : 言概 要

良)L=190m、 防波堤B(改良)L=90m、

'自

地 (-4.Om)い500m2、 浮桟橋(改良)N=1基、
物揚場(-4,Om)い 50m、 物揚場(-2.Om)L=20m、 道路 卜130m、 駐車場 A=2,800m2、

松島港は、本土との定期航路が2地区に4航路就航し、年間約32万人が利用するとともに、島民の生活
を支えている。釜ノ浦地区は泊地が広いものの施設の老朽化が著しく、防波堤が所要の機能を満たして
いない危険な状態である。一方、吉原地区は泊地が狭く係留が危険な状態であることから、釜ノ浦地区の
施設更新を行うとともに、ここに航路を集約することで係留の安全確保と人流B物流の安定化を図る。

の

防波堤 (改
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工期

初 12.0塾
〓

1終 26.9
事業費

塾
〓 初 1.33 総便益(B)14.5編氏円 総費用(C)10.9編霙円 基 準 年度  H27年 度

墨 罪 年 度  R 4年 圧
B/C

再即価時点 1.23 総便益(B)31.3億 円 総費用(C)25.4t百円

出発着地区のシフHこよる移動コスト削減 (0.67億円/年 )

日防波堤整備による船舶被害の回避 (0.12億円/年 )

'防波堤整備による海岸背後の浸水被害の回避 (0,70億円/年 )

日防波堤整備による防波堤被害の回避 (0.25億 円/年 )

事
業

の
効
果
等 用予定。令和10年度の供用開始に向け事業進捗を6年度に

図る。

母
業
に
よ
る
環
境
変
化

・特になし

J松島火力発電所の2号機において、高効率の石炭ガス化複合発電への転換工事が2024年から開始され
る予定であり、工事関係者の増による乗降客数の増加が期待される。

の



対 応 方針

・事業を実施することで、十分な投資効果があると判断できるため継続事業と考える。

口事業評価手法の見直しについては、事業効果も確認できることから見直す必要は無いと考える。

・特になし



令和4年度 第 1回
長崎県

ノム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業 Ｎ奉

港湾-2 松島港改修事業

事業主体 長崎県

再評価
の理由 事業採択後6～ 9年経過

r〒
町
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1.審議経過

審議経過 再評価の理由

工期 事業資

(億円)

B/C
概要

着工 完 了

当初

(H28新規)

H28 R2 12.0 1.33

防波堤A(改良)L=190m

防波堤B(改良)L=90m
)白 地 (-40m)A=500m2
浮桟橋 (改良)N=1基
物揚場(-4,Om)L=50m

物揚場(-20m)L=20m

Ёtt L=130m

註車場 A=2,800m2

Ś、頭用ナ也A=4,000m2

土木部内
報告 (R2)

事業採択後
5年経過時の

土木部内報告

H28 R4 15.0 1.3

第 1回審議

(R4)
事業採択後
6～ 9年経過

H28 R10 26.9 1.23

方波堤A(改良)L=190m

方波堤B(改良)L=90m

泊地 (‐40m)A=500m2
畢桟橋(改良)N=1基
1勿 揚場(-40m)L=50nl

物揚場(-20m)L=20m

直路 L=130m

駐車場 A=2,800m2

′S、頭用地 A=4,000m2



2.目 的・事業概要・これまでの経緯

◆目的

松島港は、本土との定期航路が2地区に4航路就航し、年間約32万人が利用するとともに、

島民の生活を支えている。釜ノ浦地区は泊地が広いものの係留施設の老朽化が著しい。

また、防波堤が所要の機能を満たしていない状態である。一方、吉原地区は泊地が狭く

係留が危険な状態であることから、金ノ浦地区の施設更新を行うとともに、こヨこ航路を集

約することで係留の安全確保と人流山物流の安定化を図る。

◆事業概要

防波堤パ改良)い 190m

防波堤B(改良)卜90m

泊地(■.Om)L=500m2

浮機構〔改良〕N=1基

◆事業経過

物掲場(-4.Om)L-50m

物揚場(‐2.Om)卜 20m

道路 L-130m

駐車場A=2,800m2

ふ頭用地A=4000m2

松島港事業進捗率 26.896(事業費ベース)

平成28年度 測量・調査・設計

平成29年度

令和3年度

浮桟橋 (改良)、 物揚場 (中

4.Om)、 ふ頭用地 着手

令和4年度 事業採択後6～ 9年経過 3

3.現在の利用状況

◆利用状況

松島港は、瀬戸港に3航路、佐世保港に1航路が就航し、年間乗降客数は約32万人。

主な利用客は松島火力発電所の関係者と島民である。

火力発電所関係者 小学生の乗船状況

]

車両利用状況 本土から買物帰り



4.事業の効果・必要性 (安全の確保 )

<現 状 >
(釜ノ浦地区)既存浮桟橋の老朽化→危険な係留

(吉原地区)'白地が狭く北風が強い→危険な航行

(釜ノ浦地区)

(吉原地区)

<整 備 効 果 >
浮桟橋の更新 →安全性を確保

広い泊地に発着→定安全な航行

(釜ノ浦地区)

諄礎fi鞄

整4れ後44年経過し、老朽化が者しい

係留チ正―ンの破断発生 (R2)

【

=為岳t

4.事業の効果・必要性 (航行距離の短縮 )

<現 状 >
瀬戸港～松島港 (吉原地区)→4.25km(17分 )

4.25飾 (17分 )

ヽ

ヽ
ど

<整 備効 果 >
瀬戸港～松島港 (釜ノ浦地区)→ 2.40km(10分 )

陛 田

雪滞川

瀬通

'11

移曲

吉原地区に発着するフェリーが釜ノ浦地区発着となり、

航行距離が1.85km(7分 )短縮
学    ■i

韓|
誌羽

・ｌ

ｉ
■

●
、

吉原地区

穏 難麟

・′  ヽ 西海市
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5.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆ 事 業 費 の 見 直 し 12.0億 円(当初)⇒26.9億円崎 回)

工種 事業費増の内容
増額

1主な増額理由

浮桟橋 (改良) ・実施設計に伴う

浮桟橋の構造変更

3.0を円|

・地元協議の結果、浮桟橋屋根の追加
・詳細設計の結果、想定より設計波高の増大や基盤層が深かった

ことから、碇けい工の杭径や杭長が増加

方波堤 A(改良) ・実施設計に伴う

断面の増

11.!億 円 | 実施設計の結果、想定より設計波高の増大から改良断面の増となった

その他

0.6億 円| 労務資材価格等の上昇

計

14.9億 苫|

7

5.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆浮桟橋の事業費の見直し

(当初想定)

側 面 口

・当初は、本上側 (瀬戸港)と 同じく屋根は

想定 していなかったが、
地元要望により追加 し増額となった。

(今回)

側 面 国

屋根追加

波高の増

軟弱地盤層の出現

・当初は、本上側 (瀬戸港)と 同じ設計条件を

想定 していたが、設計波高の増大や基盤層が想
定 していたより深かったことから、碇けい工の

杭径や杭長等が増加 し、事業費が増となった。
また、労務費や鋼材の価格上昇により事業費の

見直しを行った。

8

杭の増大

屋根の追加 1.5億円増 浮桟橋にかかる関係部材の増 1.5億 円増



5.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆防波堤 (改良)(A)の 実施設計に伴う断面の増

(当 初想定)

0.5mの嵩上げ

(今回)

2.2mの嵩上げ

囲

一

一

一

『
『０一
【
増一
マ‐，〓

既存防波堤の設計資料と、近麟港湾における最近の

防波堤設計資料を参考に、天端高0.5mの嵩上げを想定していた。

しかし、実施設計において、詳細な計算を行つたところ、波高が大きくなり、

2.2mの嵩上げ及び、堤体拡幅が必要となり大幅な増工となつた。
1可 3億円の増

9

1鰤 除

5.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】R2(当初)→R4(土本部内報告)→R10(今回)

〔工期延伸要因〕

浮桟橋の構造変更(屋根追加等)によるもの

防波堤の改良断面変更によるもの

會

報`
=こ

と
｀

=γ   l方》交妊!

◆事業期間の見直し

BI回 (H28)

総事業費 :12億円 H28 H29 H30 H31 R2

貝l量・調査 `設計

工事

5年間経過した時点(R2)での再評価の必要性の将断
(判断基準:協事業資3“以上増領、事業期間3年以上延長に欧当しないため再評価は実施していない)

変更理由:係留施設の設計を行つた結果、浮桟橋の構造変更により事業資を3億円増(12億円→15億円)

浮桟橋の構造変更(屋根追加等)に伴い事業期間を2年延長(R2→ R4)

総事業費 :12億円→15億円 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

測量・調査 。設計 係留施設 方`波撮

工事

防波堤の設計を行つた結果、改良断面が大きくなり事業資が増加。労務・資材単価等の上昇により事業資が増加。
防波堤の改良断面変更に伴い事業期間を6年延長(R4→R10)

総事業費 :15億円→26.9億 円 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

測量・調査・設計

工事

変更 (R4)
変更理由

10



6.事業の投資効果

項 目
前回評価

(平成28年度 )

今回評価

(令和4年度 )

残事業 2.24=31.3億 円/14.0億円

全事業 1.33=14.5億 円/10.9億円 1.23=31.3億 円/25,4億円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・港湾施設整備に要する事業費、港湾施設維持管理に要する費用

〔便益〕
E移動距離の短縮によるコスト縮減、衝突海難回避、海岸浸水回避

〔プラス要因〕
日海岸浸水被害回避、施設被害回避の追加

〔マイナス要因〕
E事業費の増
・工期の延長

波高増大や基盤層が深かつたため、防波堤や浮桟橋の工事費が増。

事業費増による。

◆ B/Cでは計測できない効果
E住民の安心度の向上、航行距離の短縮による二酸化炭素の削減効果

11

7.対応方針 (原案 )

◆ 松島港は、本土との定期航路が就航し、島民の生活を支えている。当該整備は島民
の安定した生活環境を確保するための重要な事業である。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで約26.8%P.2億円/26.9億円](令和3年度末)となつてい

る。

◆ 西海市や定期航路事業者より事業促進の要望がある。

◆ 事業期間の延長、事業費の増はあるものの、費用対効果が見込まれる。

対応方針

(原案)

小学生の下船状況

12



再評価結果 (令和 4年度)

県北振興局港湾漁港第一課

事業名
早岐潜改修事業 手菜

区分
港湾事業

亭菜
主体

長崎県

起終点
自:長崎県佐世保市江上町大島
至:長崎県佐世保市江上町大島

延長

事業概要   |
防波堤(1)い55m、 防波堤(2)い70m、 護岸 (防波)(1)い20m、 護岸 (防波X2)い 130m、

泊地 (-3m)(防波堤撤去)い35m、 泊地←3m)ハド11,000ド 、物揚場(-3m)(1)卜30m、

物揚場(-3m)(2)い80m、 物揚場←2m)(改良)い65m、 船揚場 卜 15m、

道路(1)卜5*70m、 道路(2)い5*170m、 道路(3)卜5*85m、 道路 (改良)卜5*10m

早岐港大島地区は係船岸が不足し非効率で危険である防波堤及び護岸への係船をせざるを得ない状況
であるため、事故等が発生する前に早急に漁船数に見合つた係船岸及び防波堤の整備を行い、漁業活
動の効率化日安全の確保を図り、水産業の振興を図る。

(妨 波xl)20m
防 波堤 (1)55m 筵

路(1)54701i再 渡堤(2,

生)30m

路(改良)54

物 楊 場 (
‐2ユれX11年良)65tn

111,r」
 と費11:1圭

1堅

凡 例

―ィク
~́i! 5率 831■

B

C〉

“

長 崎 爆

ヰ五

工期
看 エ H 27年度

冗 了

事業費
当 初 9.0

最 終 14.5儡嵌円

B/C 当 初 1.69 総便益 (B) 円 (C) ] 基準 年度  H27年 度

事後評価時点 1.17 総便益(B)15.8 円 総費用(C)13.5 基準 年Ftt R 4年度

事
業

の
効
果
等

陸揚げ作業時間の短縮 (0.38億円/年 )

安全係留 (0.11億円/年 )

7 和 1 用開始に向け事業進捗を図る。

事
業

に
よ
る
環
境
変
化

特になし

特になし



性及び改(今後事 の

日事業を実施することで、十分な投資効果があると判断できるため継続事業と考える。

事業の計画日調査のあり方や事業評価手法の見 しの必要性 )(同

E事業評価手法の見直しについては、事業効果も確認できることから見直す必要は無いと考える。



令和4年度 第 1回
長崎県′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業 N

港湾-3 早岐港改修事業

事業主体 長崎県

ξl ll

|さ

i― !itil

IP Iヽ す.す

卜|

:■ ::こ

再評価
の理由

事業採択後6～ 9年 目

(交付金事業)

ｉ
Ｆｋ

一」
ヽ
■

デ

■

一

単:ri務

略ゞと,健 隻モ雑:

in ll lf
||1 11

1-

:モ  言とす主;

1.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業賢

(億円)
B/C 概要

着工 完了

当初

(H27新規 )
H27 H31 9.0 1.69

防波堤(1)L=55m、 防波堤(2)L=70m
護岸 (防波)(1)L=20m、 護岸 (防波)(2)L=130m
泊地 (-3m)A=11′ 000m2
泊地 (-3m)(防波堤撤去)L=35m
物揚場 (‐3m)(1)L=30m
物揚場 (-3m)(2)L=80m
船 揚 場 L=15m、 惜 臨 (1)L=5X70m
活 態 (2)L=5X170m、 者 歯 (3)L=5X85m
物揚場 (-2m)(改良)L=65m
漕路 (改良)L=5X10m

土木吉B内

報告(H31)

事業採択後

5年経過時の
土木部内報告

H27 R6 9.0 1.25

防波堤(1)L=55m、 防波堤(2)L=70m
護岸 (防波)(1)L=20m、 護岸 (防波)(2)L=130m
泊地 (-3m)A=11,000m2
泊地 (-3m)(防波堤撤去)L=35m
物揚場 (-3m)(1)と =30m
物揚場 (-3m)(2)L=80m
船事易場L=15m、 糟路(1)L=5X70m
槽際(2)L=5X170m、 遭7吾(3)L=5X85m
物揚場 (-2m)(改良)L=65m
糟路 (改良)L=5x10m

第 1回審議

(R齢今回)

事業採択後
6～ 9年目

(交付金事業)

H27 R10 14.5 1.17

防波堤(1)L=55m、 防波堤(2)と =70m
護岸 (防波)(1)L=20m、 護岸 (防波)(2)L=130m
泊地 (-3m)A=11′ 000m2
泊地 (-3m)(防波堤撤去)L=35m
物揚場 (‐3m)(1)L=30m
物揚場 (-3m)(2)L=80m
船揚場と=15m、 糟?喜(1)L=5X70m
道路(2)L=5X170m、 憎

'打

(3)L=5X85m
物揚場 (-2m)(改良)L=65m
槽写喜 (改良)L=5X10m



2.目 的日事業概要椰これまでの経緯

◆ 目的

早岐港大島地区は多くの漁船が在籍してお

り小型底引き網、刺網を主として大村湾北部
における漁業活動の基地として重要な役割を

担つているが、防波堤や物揚場等の港湾施設
の機能が不足していることから、事業を行うこ

とで就労環境の改善、作業の安全化を図り、
地域経済の活性化を図る。

◆事業概要
・防波堤(1)い55m
B護岸 (防波Xl)い 20m
・泊地 (-3m)´Fll,000m2
日物場場(-3mXl)い30m
日船場場卜15m
日道路(2)い5X170m
日物揚場(-2mX改良)い65m

◆事業経過

口泊地 (-3m)(防 波堤撤去)

日防波堤(2)い70m
と護岸 (防波)(2)い 130m

・物場場(-3m)(2)卜80m
・道路(1)い5X70m
・道路(3)い5X85m
口道路 (改良)い5X10m

3

事業進捗率 15.996(事 業資ベース)

凡 例

‐ 整備中

‐ 未施エ

平成27年度
事業化

測量日調査日設計着手

平成28年度 本工事着手

令和4年度 事業採択後6～ 9年目

3.事業の効果田必要性

【背景】
防波堤や物揚場等の港湾施設が不足して
いるため、漁業活動へ支障をきたしている。

【方針】
不足している外郭・係留施設等の整備を
行うことで就労環境の改善、漁業従事時
間の延長に繋がり、地域経済の活性化を
図る。

・外郭施設の不足
台風等の荒天時には、他地区(約2km)へ避難している。

・係留施設の不足
係冒施設が不足しているため防減爆への係留を余儀なくされている.

・係留施設の不足
用地が狭いため漁具の構修を不安定な船上で行つている。

一
…

―― ―al=ヽ澤,こ
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4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

尊 ― 革 ―

施設名 事業費増の内容 増額 主な増額理由

防波堤(1) 地盤改良工法の追加による事
業資の増

約45億円 ・当初は岩盤が露星していたため、地盤改良は不要であると考えていたが、施工にあたり、辞
細調査を行つたところ、堆積土等による軟弱層が確認され、地盤改良工法が必要となったこと
から事業資が増領となつた。

その他 約1億円 労務・資材単価等の上昇。

計 約55億円

4.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】Rl(当初)→R6(H31見直し時)→ R10(今回)

〔工期延長の要因〕
地元調整によるもの(施設配置の調整等)

用地補償の追加によるもの
地盤改良工法の追加によるもの

◆事業期間の見直し

前 回

総事集貴 :9億 円 H27 H28 H29 H30 H31

地元調整

Rl量・調査・設計

l期工事

2期 工事

5年間経過 した硝点 (H31)で の再解値の必要性の判断 (変更後の建事4資が 10億円未満のため再評価は案施 していない)

変更理由 :下記理由により事業期間を5年延長 (R6ま で)

・地元腑整 (施設配置等)に 日数を要 したため。配盟決定後、道路で用地補償が必要 となったため。

港日付近の海上工事で、作業船 と漁船が転犠 し工事時間等が制約されるため。

総事業資 :9億 円 H27 H28 H29 H90 H31 R2 R3 R4 R5 R6

地元調整

喝地補償

翼l量・調査・設計 測量・ 調査 ユ期 1・ 2期

1期工事

2期工事

空夏 (R4)
変更理由

防波〕AP(1'3Sm 鰯
ナt増 :i葺 i

=:i遭
路 (ll 嚇ま繋(2,70m

防波堤 (1)の設計を行った結果、軟弱地盤が確認され地盤改良工法が必要 となったことから事業資が増額(9億 →145健†)

地盤改良工法の追加に伴い事業期間を,と長 くR6→ R10 4年 間延長 )

総事集費 :9億円→145億円 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

地元調整

同]地補償

Rl豊・調査・冨史計

l期工事

2期工事

連路(ttA,5tiOm

6



5.事業の投資効果

項 目
前回評価

(平成27年度)

今回評価

(令和4年度 )

残事業 1.65=15.8億円/9.6億円

全事業 1.69=14.1億 円/8。 3億円 1.17=15.8億円/13.5億円

◆ 費用対効果(B/C)

〔費用〕
・漁船船だまりに要する事業費 (工事費)、 維持管理に要する費用

〔便益〕
日水産物生産コストの削減効果、漁獲機会の増大効果、漁業就業者の労働環境改善効果

〔マイナス要因〕
日事業費の増(軟弱地盤対策)

・事業期間の延長(事業費の増)

7

6.対応方針 (原案 )

◆ 本事業は、漁業者の就労環境を改善し、地域経済の活性化に資する施設である。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで15,9%p.3億 円/14.5億円](令和3年度末)となつている。

◆ 施工期間の制約は、段階的に解消され、事業進捗は可能となる見込みである。

◆ 佐世保市南部漁協より、早期完成の要望がある。

◆ 事業期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

8

対応方針

(原案)
継 続



再評価結果 (令和 4年度 )

当

事業名
玉ノ浦港海岸保全事業 手莱

区分
港湾事業

手栗
主体

長崎県

起終点
百 長崎県五島市玉ノ浦町井持
至 :長崎県五島市玉ノ浦町越首

延長 護岸 (改良)い735m

事 概要

護岸 (改良)い735m

玉ノ浦港井持 E越首地区において、台風などの高波日高潮よる浸水被害を防止するため、護岸改良を行
い、地域住民の安全日安心を確保する。

t銭

◇

郷

長 崎 照

ヰ五

五 ′ 面図 (井持地区・越首地区 )

ヰ

工期
エ H

フ 了 R 6

事業費
当初

迅 終 11.6億円

B/C
勘
〓 初 10,73 60。 1 総費用(C)5.6 億

工
] 墨 季 年 度  H25年 厘

事後評価時点 7.74 総便益 (B) 円 (C) 基準年度  R 4年 度

事
業

の
効
果
等

便益の主な根拠      ~

B想定浸水域における被害の軽減 (想定被害額4.9億円/年 )

・当 より、 波 害から背後地の資産を守ることができる。
B防護面積 :3.4ha
日防護人口:49人

事
業
に
よ
る
環
境
変
化

白特になし



(今後事後評価の必要性及び改善措置の必要性)

判断されるため、継続とした
い 。

望に 業の

つて、

及び

口事業評価手法については、事業効果も確認できることから見直す必要は無いと考える。

・特になし



令和4年度 第 1

長崎県
′ム`其事業評価監視委員会

ロ

再評価対象事業

港湾-4 玉ノ浦港海岸保全事業

事業主体 長崎県

再評価
の理由

事業採択後10年経過

4

11

Nヽ

拳‐i
1

1.審議経過

H25 H30 6.3 10,73 証芹(改良)L〓 735m

土木部内

報ど予(H29)

事業採択後

5年経過時の

土木部内報告

H25 R4 9.5 9.16 證岸(改良)L=735m

事業採択後

10年経過
H25 R6 11.6 7.フ4 護岸(改良)L〓 735m
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2.目 的・事業概要口これまでの経緯

◆目的

台風などの高波日高潮よる浸水被害
を防止するため、護岸改良を行い、
地域住民の安全・安心を確保する。

凡 例

‐ 整備済み(R3まで)

‐ 未施工(R4以降)

◆事業概要
護岸 (改良)L=735m

◆事業経過

平成25年度 事業化

令和4年度 10年後再評価

既存の老朽化した護岸は天端高が低く台風時には越波が発生していることから、護岸を
整備することで、背後地の安全の確保を図る。

8

Ｎ峯

いもち・こしくび

井持 B越首地区

3.事業の効果・必要性

越首地区

井持地区

整 備 前 (越波状況) 整備後

ド
う°寃

護 岸 (改 良 )735m

,テ

ヽ ″

F

t

中鍮 :

■
　
　
　
携

防護区域 A=3 4ha

防護人口 49人



4.事業の進捗状況 (事業費の見直し)

◆事業費の見直し

基礎の変更

拶

糾

袈

却

5

事業費増の内容 増額 主な増額理由

基礎の変更 約3.2億円 深浅測量の結果、想定より海底地盤が深くなつた箇所があつたため、基
礎捨石の数量が増加した。

その他 約2.1億 円 労務 E資材単価等の上昇

計 約5.3億円

5.事業の進捗状況 (事業期間の見直し)

【完了工期】H30(前回)→RQ(今回)

〔工期延伸要因〕
・基礎捨石の施工量増等によるもの

前回 (H25)

総事業費 :6.3億円 H25 H26 H27 H28 H29 H30

測量・調査・設計

工事

5年間経過した時点 (H29)での再評価の必要性の判断 (変更後の総事業資が10億円未満のため再評価は実施していな

変更理由 :基礎捨石の施工量が増となったため、事業費を3.2億円増 (6.3億 円→9.5億円)

基礎捨石の施工量増に伴い事業期間を4年延長 (H30→ R4)

総事業費 :6.3→9.5億円 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4

測量 。調査 。設計

工事

変更 (R4)

変更理由 :労務・資材単価等の上昇による事業資を2.1億円増 (9.5億 円→11,6億円)

事業資の増に伴い事業期間を2年延長 (R4→ R6)

総事業費 :9.5億円→11.6億円 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6

測量・調査・設計

工事
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6.事業の投資効果

◆ (B/C)

〔費用〕
口護岸整備に要する事業費、維持管理に要する費用

〔便益〕
口浸水想定区域における被害の軽減

〔プラス要因〕
口資産評価単価の増(家屋単位当たり評価額の上昇)

〔マイナス要因〕
・事業費の増(基礎の変更、労務・資材単価等の上昇)

・工期の延長(事業費の増)

◆ B/Cでは計測できない効果
・地域住民の安心度の向上

◆ 既存の護岸は天端高が低く、台風など高潮時には、越波が生じていることから、本事
業により護岸の嵩上げを実施している。

◆ 事業進捗率は事業費ベースで63.8%[7.4億 円/11.6億 ](令和3年度末)となつている。

◆ 地元の五島市からは、早期完成が望まれている。

◆ 可能な限リコスト縮減を図つてきており、事業効率化に大きく寄与する新たなコスト縮減は
見込めず、また、護岸の本体工事に着手しており代替案の可能性がない。

◆ 期間の延長はあるものの、費用対効果が十分に見込まれる。

7
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項 目
前回評価

(平成25年度 )

今回評価

(令和4年度)

残事業 24.00=97.0億 円/4.0億円

全事業 10.73=60.1億 円/5,6億円 7.74=97.0億 円/12.5億円

7.対応方針 (原案 )

対応方針

(原案)

継続



再評価結果 (令和 4年度)

担当課長名

事業名
票 望海犀両 潮対策手 栗

琶蓉1港
湾事業 手菜

主体
長崎市

起終点
自 :長崎県長崎雨 田中町
至 :長崎 県長崎市田中町

延長 護岸(改良)卜630m

事業概要   |
堤体工 い630m
消波エ ト630m

当海岸の護岸の老朽化対策及び消波工の整備により連続した越波防止機能を持たせることにより、浸水
被害等の防止を図る。

長 靖 県

フ
守
カ

＋
十

工期
活 エ H

晃 了 R

事業費
当初 15.2

最 終 15.2

B/C 当 初 72.3 (C) 13.4 墨率年度 H25年 度
事後評価時点 (C) 基準年度 R 4年 度

事
業
の
効
果
等

と高潮における浸水被害の軽減 (想定被害額4.5億円/年 )

背後地の資産を守ることができる。
日防護面積 :7.5ha
口防護人口:158人

事
業

に
よ
る
環
境
変
化

日特になし



・特になし

の必要性及び改善措置の必要性 )

ると判断されるため、継続とした
い 。

て 、

の計画日調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性)

B事業評価手法については、事業効果も確認できることから見直す必要は無いと考える。



令和4年度 第 1回
長崎県′ム`共事業評価監視委員会

再評価対象事業

田中町

護岸改良 630m

Ｎ峯

港湾-5 東望海岸高潮対策事業

事業主体 長崎市

再評価
の理由

事業採択後10年経過

可.審議経過

審議経過 再評価の理由
工期 事業資

(億円)
B/C 棚要

藩正 完 了

当初

(H25新規 )

H25 R12 15.2 5.40 延長〓630m

第1回審議
(R4)

事業採択後
10年経過

H25 R12 15.2 4.89 延長=630m

2



3.目 的田事業概要・これまでの経緯

◆事業の目的
東望海岸は長崎市の橘湾の一角である網場湾の湾奥部に位置し、背後には市道、住宅、商業施設及び下水処理場等を

有しているが、平成16年及び18年に来襲した台風では、越波及び護岸の倒壊により、市道及び背後地への漫水被害が発生
した。また、護岸は整備から40年以上が経過しており、老朽化による機能低下も著しい状態である。
よって、当海岸の護岸の老朽化対策及び消波工の整備により連続した越波防止機能を持たせることにより、漫水被害等の

防止を図る。

◆事業概要

堤体工 (改良) 630rn

消波工 (新設) 630m

◆事業経過

平成25年度 東望海岸事業化

令和4年度 10年経過再評価

凡例

一
整備済み

一
未整備

3

堤体工 (改良 )

L〓347m

完了区間 L-283m

4.事業の効果・必要性

【背景】
平成18年の台風により、防波堤及び沿岸施設が被災を受
け、地域住民等の生活に多大な影響を及ぼした。

【方針】

防波堤の機能強化を図ることで、沿岸施設の高潮被害・漫
水被害の防止、住民の安全・安心を確保ずる。吟

(令和4年4月撮影)

※道路の被災状況の写真は、事業範囲外になりますが、最も被害が大きかつた
箇所を参考までに記載しています。

4

消波プロック

消波プロック



5.事業の進捗状況

平面口

II

砲
学

襴準断面国

道 路

波 向

凡例

ド・・■‐

=lI

既存醸岸 打も

堤体工 (改良)

消波工 (新設)

令和2年度迄
実施済区間

令和3年度
実施済区間

令和4年度
実施予定区間

令和5年度以降
実施区間
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6.事業の投資効果

◆ 用対効 (B/C)

〔費用〕
日護岸整備 (改良)及び消波ブロック設置に要する事業費(工事費)、 維持管理に要する費用

〔便益〕
・浸水被害防止、公共土木施設被害防止便益

〔マイナス要因〕
日当該地域の人口及び保全家屋の減少

◆ B/Cでは計測できない効果
日地域住民の安心度の向上

6

項 目
前回評価

(平成25年度 )

今回評価

(令和4年度)

残事業 7.89=70.74億 円/8.97億 円

全事業 5.40=72.3億 円/13.4億円 4.89=70.74億 円/14.46億円



7.対応方針 (原案 )

◆本事業は、堤体の老朽化対策及び消波ブロックの設置により、沿岸住民の安全口安心に資する

事業である。

◆事業進捗率は、事業費ベースで30.3%[4.6億円/15.2億円](令和3年度末)となつている。

◆沿岸部の住民より事業促進の要望がある。

対応方針

(原案)
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